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労働基準法上の「労働者」に該当するかが争われた事件
～東京地方裁判所平成３０年１１月２１日判決～

事案の概要Ⅰ

１　本件は、Ｙ社との間でコンビニエンスストアの経営に関するフランチャイズ契約を締結するなどしていたＸが、同契約に基づくＸのＹ社

に対する労務提供の実態からすると、Ｘは労働基準法第９条の「労働者」及び労働契約法第２条第１項の「労働者」に該当するにも

かかわらず、Ｙ社はＸに対して、賃金の支払いを怠る、使用者としての安全配慮義務に反して傷害を負わせる、無効な解雇を行うといった

不法行為を行ったなどと主張して、Ｙ社に対し、未払賃金相当額及び慰謝料等の支払いを求めた事案です。本件は、やや複雑な内容となって

おりますので、細かな事実関係は省き、また、争点についてはＸが労働基準法上の労働者に該当するかという点に絞って検討いたします。

２　事実関係

（１）当事者

　　Ｘは、コンビニエンスストアの経営等を目的とするＣ企画有限会社（以下、「Ｃ企画」といいます。）の代表取締役を務めている

　者であり、Ｙ社は、「セブン‐イレブン・ジャパン」と称するコンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンの運営等をしている

　株式会社です。

（２）Ａ店についての経緯

　　平成５年５月１５日、ＸはＹ社との間で、Ｙ社がＸに対してフランチャイズ・チェーンの加盟店であるセブンイレブンＡ店を経営する

　ことを許諾し、かつ、経営指導、技術援助等を行い、ＸがＹ社に対してチャージを支払うことなどを内容とする加盟店基本契約（以下、

　「本件基本契約①」といいます。）を締結し、同年１０月１３日、同契約に基づいてセブンイレブンＡ店を開店しました。

（３）Ｂ店についての経緯

　　Ｘの長女の配偶者であるＺは、Ｙ社との間で、平成８年２月２９日、Ａ店と同様の加盟店基本契約（以下、「本件基本契約②」といい、

　「本件基本契約①」と併せて「本件各基本契約」といいます。）を締結し、同年９月１９日、本件基本契約②に基づいてＢ店を開店しました。

　　また、Ｃ企画は、Ｚと共同フランチャイジーとしてＢ店を経営することとなりました。

　　Ｙ社は、平成１６年、Ｚ及びＣ企画が正当な理由なくＢ店の売上金等をＹ社に送金しないとして本件基本契約②に基づき、Ｙ社が

　Ｚ及びＣ企画（以下、「Ｚら」といいます。）に対し、Ｚらの代わりに同店について売上及び金銭出納管理をすることができる地位にある    

　ことを仮に定める仮処分命令を仙台地方裁判所に申し立て、仙台地裁は、Ｙ社の申立てを認める仮処分決定をしました。その後、Ｙ社

　は、Ｂ店の売上及び金銭出納管理を行うため、Ｙ社の従業員に、台車を用いて金庫をＢ店内に運び入れさせました。

　　Ｙ社は、Ｚらに対し、本件基本契約②に基づき、平成１５年７月１９日から平成１７年４月２５日までのＢ店の毎日の総売上金等の

　合計５３３２万６７８７円の支払いを求める訴えを提起しました。そして、Ｙ社の請求は全部認容しています。

　　平成１７年８月３１日、Ｙ社は、上記の判決を債務名義として、Ｂ店内の商品等に対する動産執行を行いました。また、同日、Ｙ社は、

　Ｚらに対し、本件基本契約②の違反があったことを理由として、本件基本契約②の解除をしました。

（４）Ｘの主張

　　Ｘは、①Ｙ社による動産執行によりＢ店の閉店を余儀なくされたことがＹ社による解雇にあたる、②Ｙ社の従業員が代車で金庫をＢ店内に

　運び入れる際に、台車をＸの身体に衝突させ、Ｘが後遺障害を負ったことは、Ｙ社の安全配慮義務違反にあたると主張しました。
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本ニューズレター及び弁護士法人ALGからのリーガルサービスに関する情報（セミナー情報、法律相談に関する情報等を含みます。）をご希望される方は次のメー
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なお、当該情報送信は、予告なく変更及び中止される場合があることをご了承ください。
■ 配信希望メールアドレス roumu＠avance-lg.com

本ニューズレターは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
本ニューズレターに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
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企業法務及び労働法務全般

本件事案からみる実務における留意事項Ⅲ

本判決の内容Ⅱ

企業法務及び労働法務全般

Isao Ienaga
執行役員・弁護士　家永 勲

（埼玉法律事務所所属）

１ 　結論

 　　本判決では、Ｘは労働基準法第９条における「労働者」及び労働契約法第２条第１項における「労働者」には該当しないと判断されました。

２　理由

　　本判決では、労働者性の判断に関し、詳細な理由を述べておりますが、以下ではその一部を抜粋します。

　 ①Ｘは、個人もしくは有限会社の代表取締役として、本件各基本契約を締結し、同契約に基づき、独立の事業者として本件各

　　 店舗を経営していた。このことはＸが労働者であることとは本質的に相容れない。

　 ②本件各基本契約は、Ｘ及びＺらの労働それ自体を目的とするものではない。

　 ③Ｘ及びＺらが本件各基本契約における禁止事項を行った場合等に、Ｙ社が店舗経営相談員を通じて必要な指導を行うことは、

　 　同契約上当然であり、これをもって業務遂行上の指揮監督があったということはできない。

　 ④営業時間や営業場所が指定されていたのは、フランチャイズ契約の内容によるものにすぎない。

　 ⑤本件各基本契約において、いかなる方法により貸借処理を行い、また、最低保証制度を設けるか否かは、原則として、いずれも

　　 事業主であるＸ及びＹ社において当該フランチャイズ契約の内容をどのように設定するかという問題にとどまる。

　 ⑥Ｘの親族やＸが雇用した従業員が本件各店舗の業務を行っており、労務提供の代替性が認められる。

１　労働者性の一般的な判断枠組み

　　労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、事業に「使用」され、「賃金」を支払われる者か否かによって判断されます

　（労基法９条）。

　　「使用」性については、Ⅰ仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由、Ⅱ業務遂行上の指揮監督の有無、Ⅲ拘束性の有無、

　Ⅳ代替性の有無によって、「賃金」性については、Ⅴ報酬の労務対償性によって判断されます。また、以上の各要素のみではなく、

　Ⅵ事業者性の有無、Ⅶ専属性の程度等についても考慮されています。

２　本判決の特徴

　　本判決では、「労働者とは，使用従属性の要件を満たす者，すなわち，使用者の指揮監督の下に労務を提供し，使用者から労務

　の提供の対価として報酬を支払われる者をいう」としたうえで、上記各要素を詳細に検討しておりますので、上記の一般的な判断

　枠組みによるものと考えられます。

　　そして、具体的な判断内容としては、本件各基本契約の条項を参照し、またフランチャイズのビジネスモデルの仕組み等に

　照らして上記ⅠないしⅦの各要素を詳細に検討しており、結論としては労働者性を否定しています。

　　しかし、フランチャイズ契約を締結している店舗経営者の労働者性が常に否定されるとは限りません。本件のＸは、Ｃ企画の

　代表取締役であり、Ａ店及びＢ店の経営をしていたことなどから事業者性が顕著であったため、この点が労働者性の判断に

　大きく影響しています。

　　しかしながら、フランチャイズ契約の内容及び実際の就労実態によっては、労働者性が認められる可能性は否定できないと

　考えられます。

Tsuyoshi Kumagai
アソシエイト・弁護士　熊谷 豪


